
 
                        

                                                            

 

 

2018年 2月 10日発行 

今年も全国でインフルエンザが猛威をふるっています。 

例年通り、弊社事務所内ではインフルエンザ対策を実施しています。 

加湿器を増設したり、除菌薬を置いたり、マスクを会社から無償で支給したりしています。 

しかし、対策にもかかわらず、今年はすでに 2名インフルエンザ感染者が出て、1週間の出勤停止の対応を取っています。 

オーナー様や入居者、仲介業者様などにご迷惑が掛からないよう、皆で業務を分担して対応しています。 

今月もオーナー通信をご高覧いただければ幸いです。 

 

宅地建物取引士資格のご紹介、更新業務について 
 
◇ 賃貸事業部 マネージャー：三浦 英樹              

【宅地建物取引士】 

今月号では、不動産業者にとって特別な資格である

「宅地建物取引士（略して宅建
たっけん

と呼ばれています）」の

資格について詳しくご説明させていただきます。 

なぜ宅建が不動産業者に取って特別な資格となってい

るのかは、不動産業の営業が、国（国土交通省）の免許

制度によって規制されていることによります。 

■宅建試験概要 

試験種類 国家資格（受験制限なし） 

試験日 毎年10月第3日曜日（年1回） 

試験時間 2時間 

出題数 4肢択一式50問 

合格点 35問で合格（平成29年） 

試験範囲 宅建業法、権利関係、法令上の

制限、税・その他 

H29年受験者 209,354人（うち女性65,383人） 

H29年合格者 32,644人（合格率15.6%） 

受験手数料 7,000円 

※平成 29年合格者のうち、最高齢合格者：89才（男性）、最

年少合格者：13才（男性） 

※宅地建物取引士として業務を行うためには、試験に合格し

たうえ登録を行い、都道府県知事から取引士証の交付を受け

る必要があります。 

 

不動産の特徴の一つに扱う金額が大きいことがありま

す。マンションを 1 部屋購入する場合でも数千万円、1

棟購入する場合には数億円の金額を取引することにな

ります。賃貸の場合でも、継続的に発生する賃料などの

合計額は多額なものになります。 

金額が大きいうえに、多くの一般の方にとっては、不動

産取引は一生のうちに、せいぜい数回程度しかかかわ

ることがありません。そのため、不動産取引を行う上で

消費者を保護するために、国が宅地建物取引業法によ

り様々なルールを不動産業者に義務付けているのです 

 

その中で、各営業所ごとに従

業員の 5 人に１人は宅建の

有資格者を設置する必要が

あることが定められています。

その有資格者が、不動産取

引の際に重要事項の説明書

を作成し、契約に先だって法

律や取引上のリスクを契約

者に説明することにより、不

動産に関する知識がない方でも安心して取引ができる

ようにしようとしているのです。 

上記制度により、宅建の有資格者を一定数雇用しない

と不動産業を行えない仕組みになっているのです。 

 

また、試験の内容には、民法、宅地建物取引業法、建

築基準法、都市計画法、税法など、不動産の業務を行

ううえで、必要な知識が多く含まれています。社員を採

用する不動産会社の立場からも、宅建有資格者である

ことは、その人が不動産業務について必要な知識を有

していることの大きな判断材料になります。 

 

以上のような事情により、宅建が不動産業界の中で特

別な資格として扱われる状況となっています。 

弊社でも正社員には、全員取得を義務付けており、資

格手当も他の資格よりも金額を特に大きく設定していま

す。現在、5 人が（人により数年に渡り）取得に向けて勉

強を継続していますが（取得率 76%）、取得 100%を達

成するにはもう少し時間がかかりそうです。 

 

以下、宅建の試験問

題をいくつかご紹介さ

せていただきます。

ぜひ、チャレンジして

みていただければと

思います。 

各問題の説明文が正しいかどうかを正誤で答えてくださ

い（実際の試験問題は 4肢択一式です）。 

 

問題1（宅建業法・重要事項説明書） 

宅地建物取引業者は、買主の自宅で 35 条書面（重要

事項説明書）を交付して説明を行うことはできず、必ず

宅建業者の事務所で説明を行う必要がある。 

 

問題2（権利関係・賃貸借） 

賃貸人Aから賃借人Bに部屋を貸している場合で、AB

間で賃料の支払時期について特約がない場合、B は、

当月分を月末までに支払わなければならない（後払

い）。 

 

問題3（権利関係・定期借家契約） 

事業用の建物について定期借家契約を締結する場合

においては、公正証書による必要がある。 

 

問題4（権利関係・時効） 

B が平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって 8

年間専有し、Cが Bから建物の譲渡を受けて 2年間専

有した場合、当該建物の真の所有者は Bではなかった

とCが知っていたとしても、Cは取得時効を主張できる。 

 

問題5（法令上の制限・建築基準法） 

住宅の地上階における居住のための居室には、採光の

ための開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、

その居室の床面積に対し 7分の 1以上とする。 

【回答】   

問題 1：誤り（重要事項説明書は必ず事務所で行う必要

はありません「宅地建物取引業法第35条」） 

問題 2：正しい（特約がない場合前払いではありません

「民法第614条」） 

問題 3：誤り（建物の定期借家契約では公正証書である

必要はありません「借地借家法第38条」） 

問題 4：正しい（住むことを開始した時点で自分のものと

信じて、そのことに過失がなく平穏に 10 年間住み続け

ると、その建物は自分のものになります。その期間は買

主が承継することができます「民法第162条」） 

問題5：正しい（採光部が床面積の7分の1に満たない

場合には、居室として扱うことができなくなります「建築

基準法第28条」） 

 

4 問以上正解した方は、試験合格に近い方です。ぜひ、

チャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

 

◇ 会計事務課 アソシエイト：高柳 洋輔               
【自己紹介】 

会計事務課 高柳 洋輔（タカヤナギ ヨウスケ）と申しま

す。主な業務は家賃の精算業務、更新手続き等を行っ

ております。早いもので来月で入社して1年となります。

業務にも慣れてくる頃ではありますが、引き続き気を緩

めることなく業務に取り組んでまいりたいと思います。 

 

【更新業務について】 

会計事務課の業務の一つに更新手続き業務があります。

更新手続き業務の流れは、①更新書類の作成、賃借

人様に発送 ②賃借人様から書類の回収、更新料の入

金確認 ③書類、入金確認後、オーナー様へ押印依

頼または、弊社代理人印を押印 ④押印完了後、賃借

人様へ書類返却 

以上が基本の流れとなります。 

 

弊社では、余裕をもって更新手続きが完了できるように、

期間満了日から 2 ヶ月前に賃借人様へ更新案内を発

送することを基本としています。 

ただ、年末からこの時期にかけては、更新手続きの件

数も通常月と比較して倍以上になるため、書類発送や

回収が遅くなってしまうこともあります。各業務に独自で

開発した業務システムを利用していますが、更新業務

についても、このシステムを活用しています。このシス

テムでは、更新書類の作成、印刷ができる他に、書類

の発送や、回収漏れを防ぐための機能があります。 

 

予め更新期日を入力しておくと、更新期日が近づいても

まだ書類発送ができていない案件や、書類回収期日が

過ぎてしまって

いる案件につい

ては、一覧上に

色がついて確認

することができま

す。日頃からこ

の一覧を確認す

るようにして、書類の発送漏れを防いだり、回収期日が

過ぎてしまった案件についてはすぐに督促を行うなどに

活用しています。 

また、システムを活用する以外にも、更新業務を滞りな

く行うために、デスクまわりの整理整頓を心掛ける、案

件の状況毎にファイルを分けして保管しておくといった、

アナログな部分でも気を配っています。                   
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ホワイトヘブンビーチ 

（オーストラリア・ハミルトン島） 

様々な法律に従い業務を

進めています 

更新システム進捗管理画面 
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